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第８章 関連文化財群について 

１ 関連文化財群の設定の考え方と目的 

 関連文化財群と は、 指定・ 未指定に関わら ず、 地域の多種多様な文化財を 南阿蘇村の歴史文化の特性

に基づいて一定のまと まり と し て捉えたも のです。 同じ テーマを持つ文化財を 保存・ 活用するこ と によ

り 文化財の魅力を 相乗的に高め、 本村の歴史文化や文化財の価値を 分かり やすく 伝えるこ と を目的と し

ます。  

 地域計画第 3 章でまと めた５ つの本村における歴史文化の特性に基づき 、 歴史的・ 地理的に共通する

文化財から 構成さ れる３ つの関連文化財群を設定し ています。  

 
南阿蘇村の関連文化財群 

歴史文化の特性 関連文化財群 

1 豊富な水源と その活用 （ １ ） 南阿蘇村の「 水と 農業」 の歴史 

4 阿蘇神話と 関わり あう 神社・ 自然・ 地名 （ ２ ） 古代から 続く 阿蘇家と のつながり  

5 人々の心を支える社寺や石造物 （ ３ ） 交通の中継点と し ての南阿蘇村 

 
２ 関連文化財群 

（１） 南阿蘇村の「水と農業」の歴史 

関連文化財群の概要 

 本村は水源が多く 、 弥生時代から 農業が盛んでし た。 そのため水源は信仰対象であり 、 神社や

石造物が建てら れまし た。 水に乏し い地域においては片山嘉左衛門が行っ た利水事業により 村全

体に水が行き 渡り 、 現在も 農業や産業に利用さ れています。  

関連文化財群のストーリー 

本村には多く の棚田が存在し ます。 幅・ 津留遺跡を はじ め弥生時代の遺跡から は石包丁が出土

し ており 、 当時から 本村において稲作が行われていたこ と が分かっ ています。 し かし 、 本村は谷

地形の火山性土壌であり 白川両岸以外では水が不足し ており 、 水の湧き 出す水源は信仰の対象と

なり まし た。 そし て、 それら 水源の水を溜め、 井手（ 用水路） を開削するなどの人々の努力と 工

夫により 田に水が引かれまし た。  

特に、 片山嘉左衛門が行っ た利水事業は村内で最も 顕著な事業例であり 、 久木野地区では、 こ

の時に造ら れた井手を はじ めと し た数本の井手によっ て田に水が行き 渡るよう になり 、 安定的な

農業が行われるよう になり まし た。  

また、 水源に乏し い立野区や赤瀬区においても 井手が重要視さ れ、 江戸時代に開削さ れた監物

井手は明治時代には発電所の動力と し て利用さ れるなど地域の産業にも 大き く 貢献し まし た。  

こ のよう に南阿蘇村において水は古く から 、 現在に至るまで農業や産業に大き な影響を 与え続

けています。  
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構成文化財一覧 

番号 文化財の名称 種別 指定等 地区 

1 竹崎水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 両併二区 

2 白川吉見神社 記念物( 遺跡)  未指定 白川区 

3 白川源流遊水地 記念物( 遺跡)  未指定 白川区 

4 清水滝 記念物( 地質鉱物)  未指定 白川区 

5 白川水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 白川区 

6 群塚神社 記念物( 遺跡)  未指定 吉田一区 

7 弁財天 記念物( 遺跡)  未指定 吉田一区 

8 明神池名水公園碑 記念物( 遺跡)  未指定 吉田一区 

9 明神池水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 吉田一区 

10 竹下水路改修記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 吉田二区 

11 小池水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 吉田二区 

12 吉田城御献上汲場 記念物( 地質鉱物)  未指定 吉田二区 

13 水害記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 吉田三区 

14 水神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 一関一区 

15 噴泉記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 一関二区 

16 片山松翁測量起点 記念物( 遺跡)  未指定 中松一区 

17 三中水路改修碑 記念物( 遺跡)  未指定 中松一区 

18 岩下神社 記念物( 遺跡)  未指定 中松一区 

19 水害の碑 記念物( 遺跡)  未指定 中松一区 

20 池の川水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 中松一区 

21 金間道路水路改修完成記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 中松二区 

22 川地後水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 中松二区 

23 湧沢津水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 中松二区 

24 寺坂水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 中松二区 

25 塩井社神社 記念物( 遺跡)  未指定 中松三区 

26 水害之碑 記念物( 遺跡)  未指定 中松三区 

27 塩井社水源 記念物( 地質鉱物)  未指定 中松三区 

28 妙見神社 記念物( 遺跡)  未指定 第 1 駐在区 

29 片山松翁顕彰碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 1 駐在区 

30 保木下井手記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 1 駐在区 

31 四ノ 宮 記念物( 遺跡)  未指定 第 1 駐在区 

32 水子観音 有形文化財( 美術工芸品( 彫刻) )  未指定 第 1 駐在区 

33 妙見神社の池 記念物( 地質鉱物)  未指定 第 1 駐在区 

34 水道記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 2 駐在区 

35 井手口 原尻 水道記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 2 駐在区 
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番号 文化財の名称 種別 指定等 地区 

36 大堰改修記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 3 駐在区 

37 水道建設記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 3 駐在区 

38 水路改修碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 4 駐在区 

39 水害記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 4 駐在区 

40 浜の尾水神社 記念物( 遺跡)  未指定 第 5 駐在区 

41 恐ヶ 淵 記念物( 地質鉱物)  未指定 第 5 駐在区 

42 大堰改修碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 6 駐在区 

43 水観音 有形文化財( 美術工芸品( 彫刻) )  未指定 第 6 駐在区 

44 水道記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 7 駐在区 

45 柿野の妙見さ ん 記念物( 遺跡)  未指定 第 7 駐在区 

46 水道記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 8 駐在区 

47 琵琶首井手延長記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 8 駐在区 

48 山王八大龍王上 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 8 駐在区 

49 水道記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 第 9 駐在区 

50 水業碑 記念物( 遺跡)  未指定 東下田区 

51 第二水業碑 記念物( 遺跡)  未指定 東下田区 

52 水害記念碑 有形文化財( 美術工芸品（ 歴史資料) )  未指定 加勢区 

53 水害記念碑 有形文化財( 美術工芸品（ 歴史資料) )  未指定 川後田区 

54 水神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 喜多区 

55 喜多の湧水群 記念物( 地質鉱物)  未指定 喜多区 

56 給水流通記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 栃木区 

57 水神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 栃木区 

58 水神明王 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 黒川区 

59 金竜の滝 記念物( 地質鉱物)  未指定 袴野区 

60 溜池復原記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 下野区 

61 溜池改修之記念碑 記念物( 遺跡)  未指定 下野区 

62 大八水神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 下野区 

63 
水路景観（ 保木下井手・ 監物

井手など）  
文化的景観 未選定 

久木野地区、 立野区、 赤瀬区、 新

所区 
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現状と課題 

 現在、 幅・ 津留遺跡等の稲作を 証明する遺跡は未指定文化財であるこ と から 、 所在地付近に展

示施設等がなく 、 村や県から の報告書のみが情報を 知る手段であり 、 周知が進んでいないと いう

課題があり ます。  

また、 水源については、 村でも 重要な観光資源であり し っ かり と 守ら れています。 し かし 、 そ

こ から 延びる井手については、 生業に直接利活用し ている土地改良区や利用し ている地区の住民

を 中心に、 その維持管理業務の責任を 負っ ていますが、 集落の高齢化等で日々の手入れや破損し

たと き の対応等が難し く なっ てき ており 、 どのよう に今後の整備を 行っ ていく かが課題です。  

方針 

 構成文化財は、 未指定文化財が多く 、 文化財と し ての価値の周知が不足し ており 、 周知啓発と

保護が必要です。 また、 水路景観を維持するために必要な生業についても 文化財の価値を周知す

る必要があり ます。 こ れら のこ と を広く 伝えるために、 村内の文化財についてのリ ーフ レッ ト 等

を 作成し 、 文化財の周知・ 理解を 広げていき ます。 また、 現在も 生業で利用さ れている井手のよ

う な文化財も あるこ と から 国の重要文化的景観の申出や村の文化財保護条例を 改正し て有形文化

財の地方登録制度を 加えるなど複数の法令を 検討し 保護を 図り ます。  
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≪南阿蘇村の水と農業の歴史≫に係る措置 

番
号 

事業名 

事業内容 

新規 

継続 

取組主体 計画期間 

行
政 

村
民 

関
心
を
持
つ

人  

所
有
者 

他
団
体 

学
識
者 

 

令
和
7
年
度

度 

令
和
8
年
度 

令
和
9
年
度 

令
和
10
年
度 

令
和
11
年
度 

令
和
12
年
度 

令
和
13
年
度

令
和8

年
度 

令
和
14
年
度 

令
和
15
年
度 

1 

●文化財周知資料作成事業 

関連文化財群の持つ価値を地元住民へ周

知し 、 地域への理解を深めるこ と を目的と

し 、 関連文化財群の構成文化財についての

説明がさ れているリ ーフ レッ ト 等の簡易的

な配布物の作成を 行います。  

新規 

教 

農 

水 

企 

〇 〇  〇 

         

2 

●文化財条例検討事業 

水に関わる文化財と し て保木下井手など

貴重な文化財が多く あり ますが、 現行の指

定制度では対応でき ないこ と が想定さ れま

す。 そのため、 地域と 行政が共に運用し や

すい有形文化財の地方登録制度についての

条例改正についての検討及び実施を行いま

す。  

新規 

教 

農 

水 

総 

   〇 

         

 
  

図 8-1 白川水源（白川区） 図 8-2 水路景観（保木下井手・監物井手など） 

   （久木野地区、立野区、赤瀬区、新所区） 
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（２） 古代から続く阿蘇家とのつながり 

関連文化財群の概要 

古来、 阿蘇山上で祭祀を行っ ていた阿蘇家は、 中世には下野区を中心と し て巻狩り を行っ ていま

し た。 また、 南郷城跡など歴史的なつながり のある遺跡が村内で確認さ れており 、 一部の遺跡は調

査がさ れています。 現在も 阿蘇神社の名を 冠する神社や祭神を 祀る神社が地域住民によっ て大切に

さ れています。  

関連文化財群のストーリー 

阿蘇山上で祭祀を 行っ ていた阿蘇家は中世にかけて下野地区を 中心と し て巻狩り を 行っ ており 、

その神職である大宮司家が中世に南郷谷に置かれていた時期があり 、 阿蘇家の城跡である南郷城跡

があり ます。 また阿蘇家の居館があっ た二本木前遺跡と 祇園遺跡が発掘調査さ れており 深いつなが

り を 如実に示し ています。 こ の阿蘇家と の関係は現在も 続いており 、 村内には阿蘇神社の名前を 持

つ神社や健磐龍命を はじ めと する阿蘇神社の祭神を 祀る神社も あり 大切な地域のコ ミ ュ ニティ の活

動の場と し て近隣住民を中心に維持管理さ れています。  

構成文化財一覧 

番号 文化財の名称 種別 指定等 所在地 

1 八王神社 記念物( 遺跡)   未指定 白川区 

2 白川吉見神社 記念物( 遺跡)  未指定 白川区 

3 阿蘇大御神足跡公園 記念物( 遺跡)  未指定 白川区 

4 光雲寺跡 記念物( 遺跡)  未指定 中松一区 

5 最栄読師の墓 記念物( 遺跡)  未指定 中松一区 

6 夜峰山 その他( 地名)  未指定 中松一区、 中松二区。 中松三区 

7 二本木前遺跡 記念物( 遺跡)  未指定 白水地区 

8 祇園遺跡 記念物( 遺跡)  未指定 白水地区 

9 古坊中僧坊跡 記念物( 遺跡)  未指定 白水地区 

10 四ノ 宮 記念物( 遺跡)  未指定 第 1 駐在区 

11 南郷城跡（ 白禿山城遺跡）  記念物( 遺跡)  未指定 久木野地区 

12 久木野 その他( 地名)  未指定 久木野地区 

13 恵良館跡 記念物( 遺跡)  未指定 長陽地区 

14 卯添阿蘇神社 記念物( 遺跡)  未指定 喜多区 

15 長野阿蘇神社 記念物( 遺跡)  未指定 長野区 

16 長野城跡 記念物( 遺跡)  未指定 長陽地区 

17 下田城跡 記念物( 遺跡)  未指定 長陽地区 

18 下田東城跡 記念物( 遺跡)  未指定 長陽地区 

19 勢子塚 その他( 地名)  未指定 下野区 

20 下野の巻狩 その他( 伝承)  未指定 長陽地区（ 下野区中心）  

21 立野 その他( 地名)  未指定 立野区・ 立野駅区 

22 数鹿流ヶ 滝 記念物( 地質鉱物)  未指定 立野区・ 立野駅区 
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現状と課題 

 阿蘇家は阿蘇市の阿蘇神社が拠点と なっ ていますが、 阿蘇全体で見ると 南阿蘇を 拠点にし ていた

時代も あり 地域形成の歴史上重要な場所でも あり ます。 し かし 、 遺跡公園等の整備が行われていな

いため周知啓発や観光資源化がほと んどでき ていない状況にあり ます。 加えて、 阿蘇地域の歴史を

説明するにおいても 重要な地域であり 、 南郷城をはじ めと する記念物についての学術的な問い合わ

せも 多いこ と から 阿蘇家関係文化財の周知を 行わなければなり ません。  

方針 

 阿蘇家に関わる文化財を リ スト 化や実際に観光で歩いて見学でき るよう に地図やリ ーフ レ ッ ト を

作成し 公開する。  

 
≪古代から続く阿蘇家とのつながり≫に係る措置 

番
号 

事業名 

事業内容 

新規 

継続 

取組主体 計画期間 

行
政 

村
民 

関
心
を
持
つ

人  
所
有
者 

他
団
体 

学
識
者 

 

令
和
7
年
度

度 

令
和
8
年
度 

令
和
9
年
度 

令
和
10
年
度 

令
和
11
年
度 

令
和
12
年
度 

令
和
13
年
度

令
和8

年
度 

令
和
14
年
度 

令
和
15
年
度 

１  

●文化財周知資料作成事業 

村内の阿蘇家関係資料をまと め、 地元住民へ周

知を行い、 地域への理解を深めるこ と を目的と し

た地図やリ ーフ レ ッ ト 等の簡易的な配布物の作成

を行います。  

新規 教   〇  

         

 
  

図 8-3 南郷城跡（白禿山城跡） 

            （久木野区） 

図 8-4 長野阿蘇神社（長野区） 
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（３） 交通の中継点としての南阿蘇村 

関連文化財群の概要 

南阿蘇村は古く から 九州各地と 交流があり 、 遺跡から 大分や北九州の土器が出土し ています。 村

内には猿田彦大神や、 牛馬の交通安全を祈る馬頭観音像が多く あり ます。 また、 甲斐有雄が建てた

約 2, 000 基の道し るべのう ち、 約 50 基が残さ れ、 こ れら の文化財は往来を示し ます。  

関連文化財群のストーリー 

南阿蘇村は古来より 様々な地域と の交流があり まし た。 例えば、 弥生時代の幅・ 津留遺跡や南鶴

遺跡では、 大分や北九州の特徴を 持つ土器が出土し ているこ と から 古来より 九州各地と の交流が行

われているこ と が分かり ます。  

 また、 本村の道を示す文化財と し て猿田彦大神、 馬頭観音像、 甲斐有雄の道し るべが建立さ れて

います。 猿田彦大神は道祖神と 同一視さ れており 道の神、 旅の神と し て祀ら れていて、 村内集落の

旧道沿いに数多く 分布し ています。 馬頭観音は、 牛馬の神と し て祀ら れる神であり 牛馬の供養や牛

馬を 用いた交通の安全を祈願し て建てら れています。 馬頭観音は、 日本の仏教における観音菩薩の

一つの姿であり 、 特に交通安全や道路安全の守護と し て信仰さ れており 、 本村では牧野の入り 口や

祭り の浜場などに建立さ れています。 甲斐有雄の道し るべは、 明治期に石工である甲斐有雄が旅人

の行き 倒れ等の事故を 防ぐ ために、 私財を 投じ て阿蘇郡を 中心に約 2, 000 基の道し るべを建てたも

ので、 村内では約 50 基が確認さ れています。  

こ のよう に本村には、 石造物をはじ めと し て人々の往来を 示す文化財が数多く 残っ ています。  

構成文化財一覧 

番号 文化財の名称 種別 指定等 所在地 

1 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 両併一区 

2 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 両併二区 

3 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 両併二区 

4 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 両併二区 

5 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 白川区 

6 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 白川区 

7 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 白川区 

8 天満宮・ 馬頭・ 観世 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 白川区 

9 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 白川区 

10 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 白川区 

11 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 吉田一区 

12 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 吉田二区 

13 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 吉田二区 

14 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 吉田二区 

15 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 一関一区 

16 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 一関一区 

17 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 吉田二区 

18 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松一区 
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番号 文化財の名称 種別 指定等 所在地 

19 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 中松一区 

20 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 中松一区 

21 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松一区 

22 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 中松一区 

23 甲斐有雄の道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 中松二区 

24 甲斐有雄の道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 中松二区 

25 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松二区 

26 甲斐有雄の道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 中松二区 

27 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松二区 

28 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松二区 

29 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松三区 

30 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 中松三区 

31 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松三区 

32 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 中松三区 

33 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 1 駐在区 

34 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 1 駐在区 

35 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 1 駐在区 

36 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 1 駐在区 

37 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 1 駐在区 

38 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 1 駐在区 

39 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 1 駐在区 

40 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 1 駐在区 

41 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 2 駐在区 

42 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 3 駐在区 

43 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 3 駐在区 

44 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 3 駐在区 

45 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 3 駐在区 

46 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 4 駐在区 

47 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 4 駐在区 

48 久木野里道碑 記念物（ 遺跡）  未指定 第 5 駐在区 

49 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 5 駐在区 

50 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 5 駐在区 

51 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 5 駐在区 

52 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 6 駐在区 

53 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 6 駐在区 

54 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 6 駐在区 



56 

 

番号 文化財の名称 種別 指定等 所在地 

55 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 7 駐在区 

56 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 7 駐在区 

57 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 7 駐在区 

58 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 8 駐在区 

59 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 8 駐在区 

60 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 8 駐在区 

61 俵山峠開通記念碑 記念物（ 遺跡）  未指定 第 9 駐在区 

62 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 第 9 駐在区 

63 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 第 9 駐在区 

64 本田遺跡 記念物( 遺跡)  未指定 久木野地区 

65 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 東下田区 

66 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 下田区 

67 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 下田区 

68 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 喜多区 

69 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 喜多区 

70 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 喜多区 

71 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 栃木区 

72 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 栃木区 

73 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 栃木区 

74 金毘羅宮の馬頭観音 有形文化財( 美術工芸品( 彫刻) )  未指定 栃木区 

75 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 栃木区 

76 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 沢津野区 

77 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 沢津野区 

78 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 長野区 

79 馬頭観音 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 長野区 

80 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 沢津野区 

81 猿田彦大神 民俗文化財( 有形の民俗文化財)  未指定 乙ヶ 瀬区 

82 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 下野区 

83 道標 有形文化財( 美術工芸品( 歴史資料) )  未指定 下野区 

84 道標の地蔵 有形文化財( 美術工芸品( 彫刻) )  未指定 下野区 

85 南郷往還 記念物（ 遺跡）  未指定 長陽地区・ 白水地区 
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現状と課題 

 昭和から 平成の初期にかけての開発等により 多く の文化財が失われていますが、 現在も 地域の人

や有志の人々に守ら れている文化財が多く あり ます。 し かし 、 把握調査等で存在は分かっ ていても

価値づけのための詳細調査は未実施の文化財が多く 、 行政と し て村民から の質問や相談に回答が困

難なケースが多いため、 それら の未指定文化財調査や周知啓発を行う こ と が必要です。 また、 旧村

ごと に文化財事業の成果の格差があり 、 同じ 文化財であっ ても 白水地区では標柱が整備さ れていま

すが、 久木野地区や長陽地区では整備さ れていないなど、 旧村単位で文化財の理解のための設備の

有無で文化財の地域理解度の差と いっ た影響が出ており 、 特に整備が進んでいない場所では未指定

文化財の消失が起き ているため保護のための措置が必要です。  

方針 

 調査を 継続実施し た上で、 構成文化財の価値づけを 行います。 また、 保存・ 活用を図る文化財の

リ スト へ記載し て、 得ら れた成果の周知啓発を 図り ます。 また、 旧村ごと に異なる標柱等について

は、 フ ォ ーマッ ト の統一を 行い、 改めて設置し ます。  

  



58 

 

≪交通の中継点としての南阿蘇村≫に係る措置 

番
号 

事業名 

事業内容 

新規 

継続 

取組主体 計画期間 

行
政 

村
民 

関
心
を
持
つ

人  

所
有
者 

他
団
体 

学
識
者 

 

令
和
7
年
度

度 

令
和
8
年
度 

令
和
9
年
度 

令
和
10
年
度 

令
和
11
年
度 

令
和
12
年
度 

令
和
13
年
度

令
和8

年
度 

令
和
14
年
度 

令
和
15
年
度 

１  

●文化財標柱等設置事業 

関連文化財群に係る、 標柱や看板のフ ォ ーマ

ッ ト を白水地区のも のと 統一し 、 長陽地区と 久

木野地区に標柱を 設置し ます。  

一部

新規 
教     

         

２  

●文化財周知資料作成事業 

関連文化財群の持つ価値について地元住民へ

周知を行い、 地域への理解を深めるこ と を目的

と し 、 関連文化財群の構成文化財についての説

明を行う ためにリ ーフ レッ ト 等の簡易的な配布

物の作成を行います。  

新規 
教 

企 
  〇  

         

３  

●関連文化財群調査事業 

石製の文化財を中心と し た関連文化財群に対

し て三次元計測等を用いた記録調査を実施し ま

す。  

新規 教     

         

  

図 8-5 馬頭観音（長野区） 図 8-6 道標（両併二区） 


